
1 No.253　2021年9月25日 毎月25日発行　平成13年9月19日　第三種郵便物認可

NO.253

2021年9月25日（毎月1回25日発行）定価100円（税別）

２
０
３
０
年
に

実
質
Ｚ
Ｅ
Ｈ
義
務
化
へ

今
回
の
と
り
ま
と
め
で

は
、
省
エ
ネ
基
準
適
合
義

務
化
の
年
限
を
「
２
０
２

５
年
度
」
と
し
た
。
ま
た
、

２
０
５
０
年
度
の
長
期
目

標
も
「
ス
ト
ッ
ク
平
均
で

Ｚ
Ｅ
Ｈ
・
Ｚ
Ｅ
Ｂ
基
準
の

水
準
の
省
エ
ネ
性
能
が
確

保
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
と

し
、
第
５
回
で
示
し
た
水

準
を
堅
持
し
た
。

た
だ
し
、
２
０
２
２
年

に
誘
導
基
準
を
Ｚ
Ｅ
Ｈ
水

準
に
引
き
上
げ
た
う
え
で
、

「
誘
導
基
準
へ
の
適
合
率

が
８
割
を
超
え
た
時
点
」、

遅
く
と
も
２
０
３
０
年
度

に
は
新
築
住
宅
の
省
エ
ネ

基
準
を
Ｚ
Ｅ
Ｈ
基
準
（
Ｂ

Ｅ
Ｉ
=
０
・
８
お
よ
び
強

化
外
皮
基
準
）
に
引
き
上

げ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、

２
０
３
０
年
に
は
実
質
的

に
Ｚ
Ｅ
Ｈ
基
準
へ
の
適
合

義
務
化
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

こ
の
ほ
か
、
誘
導
目
標

よ
り
も
高
い
省
エ
ネ
性
能

を
実
現
す
る
ト
ッ
プ
ア
ッ

プ
の
取
組
を
追
加
。

全
体
の
省
エ
ネ
性
能
の

向
上
を
牽
引
す
る
取
組
と

し
て
、
Ｚ
Ｅ
Ｈ
＋
や
Ｌ
Ｃ

Ｃ
Ｍ
住
宅
な
ど
、
よ
り
高

い
省
エ
ネ
性
能
を
実
現
す

る
取
組
を
促
進
し
、
Ｌ
Ｃ

Ｃ
Ｍ
住
宅
に
つ
い
て
は
、

現
状
取
組
が
進
め
ら
れ

て
い
る
戸
建
住
宅
に
限
ら

ず
、
低
層
の
共
同
住
宅
や

建
築
物
に
も
そ
の
展
開
を

図
る
こ
と
な
ど
を
盛
り
込

ん
だ
。

太
陽
光
の
30
年
目
標

新
築
戸
建
の
６
割
に

太
陽
光
発
電
設
備
等
の

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

導
入
拡
大
に
つ
い
て
は
、

２
０
５
０
年
目
標
の
「
導

入
が
一
般
的
と
な
る
こ
と
」

を
実
現
す
る
た
め
、
２
０

３
０
年
に
は
「
新
築
戸
建

住
宅
の
６
割
に
太
陽
光
発

電
設
備
が
導
入
さ
れ
て
い

る
こ
と
」
を
目
指
す
と
し

た
。

国
土
交
通
省
の
役
割

ま
た
、
住
宅
・
建
築

分
野
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
徹
底
、
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
拡
大
に

つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省

が
「
責
任
を
も
っ
て
主
体

的
に
取
り
組
む
」
こ
と
が

明
記
さ
れ
た
。

特
に
、
Ｚ
Ｅ
Ｈ
の
普
及

拡
大
は
、
国
土
交
通
省
が

「
最
終
的
な
責
任
を
負
っ

て
取
り
組
む
」
と
し
て
い

る
。な

お
、
本
と
り
ま
と
め

の
対
策
を
実
行
す
る
こ
と

で
、
第
６
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

基
本
計
画
（
素
案
）
に
お

け
る
住
宅
・
建
築
物
分
野

の
省
エ
ネ
量
に
相
当
す
る

８
８
９
万
kL
（
原
油
換

算
）
が
確
保
で
き
る
と
し

て
い
る
。

３省合同の「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検
討会」は８月23日、全6回の議論を経てとりまとめた「脱炭素社会に向けた
住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」を公表した。2050年
カーボンニュートラルの実現に向けたロードマップ［表］も示された。

住宅あんしんニュースは、「新建新聞社」より情報提供を受け、編集しています。

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

［表］ （参考）脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に関するロードマップ（2021.8）

住
宅

建
築
物

支援措置における省エネ基準適合要件化 省エネ基準適合義務化

誘導基準をZEHレベル（強化外皮基準＆BEI=0.8）に引上げ
低炭素建築物、長期優良住宅の認定基準をZEHレベル（強化外皮基準＆BEI=0.8 ）に引上げ
住宅性能表示制度においてZEHレベル以上の多段階の等級を設定（断熱等級＆一次エネルギー消費量等級）

住宅TR制度の対象（注文戸建、
建売戸建、賃貸アパート）

遅くとも2030年までに
各基準の引上げ

小：説明義務
中：届出義務
大：届出義務

ZEH等の住宅に対する補助による支援
ZEH等の住宅に対する融資、税制による支援

ZEH＋、ＬＣＣＭ住宅に対する補助による支援／低層共同住宅への展開等

省エネ基準適合義務化支援措置における省エネ基準適合要件化

義務基準を引上げ（BEI=0.8程度）
義務基準を引上げ（BEI=0.8程度）

誘導基準等をZEBレベル（用途によりBEI=0.6又は0.7）に引上げ
低炭素建築物の認定基準をZEBレベル（同上）に引上げ

誘導基準等
BEI=0.9

誘導基準等
BEI=0.8

遅くとも2030年までに
各基準の引上げ

ZEBに対する補助による支援、認知度向上のための情報提供
先導的な取組に対する補助による支援　→　LCCM建築物への展開

国、地方自治体等の公的機関による率先した取組（ＺＥＨの標準化）/補助要件等の見直し

新築住宅の販売・賃貸時における省エネ性能表示の施行（既存については試行）

国、地方自治体等の公的機関による率先した取組（ＺＥBの標準化）/補助要件等の見直し/官庁施設整備に適用する基準類の見直し

機器・建材TR制度を通じた高性能の機器・建材の普及とコスト低減
未習熟な事業者の技術力向上を支援（実地訓練含む）
基準の簡素合理化

住宅・建築物の省エネ性能等のデータ整備、施行状況の継続的なフォローアップ
⇒ 基準の見直しに向けて検討、省エネ評価法の実態を踏まえた改善、新技術への速やかな対応

脱炭素先行地域における取組の展開/制度的な対応のあり方も含め必要な対応を検討　

消費者が安心して省エネ改修を相談・依頼できる仕組みの充実・周知

国や地方自治体等における温対法に基づく実行計画等を活用した計画的な省エネ改修の実施
地方公共団体と連携した効率的かつ効果的な省エネ改修の促進
⇒耐震性のないストック：耐震改修と合わせた省エネ改修、省エネ性能の確保された住宅への建替えを誘導
⇒耐震性のあるストック：開口部の断熱改修や部分断熱改修の推進
改修前後の合理的・効果的な省エネ性能の把握方法や評価技術の開発

既存

既存
国や地方自治体における温対法に基づく実行計画等を活用した計画的な省エネ改修の実施
地方公共団体と連携した効率的かつ効果的な省エネ改修の促進

関係省庁・関係業界が連携し、各主体が設置の適否を検討・判断できるよう、適切な情報発信・周知

太陽光発電設備等に係る技術開発/蓄電池も含めた規格化や低コスト化　
低炭素建築物の認定基準の見直し（ZEH・ZEBの要件化）　

PPAモデルの定着に向けた取組

住宅TR基準をZEHレベル（強化外皮基準＆BEI=0.8）に引上げ（目標2027年度）
注文戸建住宅はBEI=0.75

新築建築物に係る省エネ性能表示の施行

再
エ
ネ

省エネ改修の
推進

既存建築物の合理的・効率的な
表示情報提供方法の検討

改修前後の合理的・効果的な省エネ性能の把握方法や評価技術の開発

省エネ改修の
推進

国、地方自治体等の公的機関による率先した取組（新築における設置標準化、既存ストック等における設置の推進） ⇒課題の洗い出しと検討

太陽光発電設備の後載せやメンテナンス・交換に対する新築時からの備えのあり方の検討・周知普及

吸収源
対策

木造建築物に関する建築
基準の更なる合理化検討 所要の制度的措置の実施
公共建築物の木造化・木質化の推進

再生可能
エネルギーの
導入推進

大：適合義務（2017年度～）
中：適合義務（2021年度～）

小：説明義務
（2021年度～）

2050年度
（長期）

2030年度
（中期）

太陽熱利用設備等の利用拡大の検討／薪ストーブやペレットストーブの規格化／複数棟の住宅・建築物による電気・熱エネルギーの面的な利用・融通等の取組の促進の検討

非住宅建築物や中高層住宅の木造化に対する支援／省エネ性能の高い木造住宅等の整備に対する支援

機器・建材TR制度の強化（基準見直し）、表示制度の見直し

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
徹
底

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
拡
大

上記は、関係各主体が共通の認識をもって今後の取組を進められるよう省エネ対策強化のおおよそのスケジュールを示すものであり、規制強化の具体の実施時期及び内容については取組の進捗や建材・設備機器のコスト低減・一般化の状況等を踏まえて、社会資本整備審議会建築分科会等において審議の上実施する必要がある。

遅くとも2030年までに義務基
準をZEHレベル（強化外皮基
準＆BEI=0.8）に引上げ

遅くとも2030年までに義務基準
を中大規模はZEBレベル（用途
に応じてBEI=0.6/0.7）、小規模
はBEI=0.8に引上げ

2021年度
（現在）

２
０
５
０
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現

ボトム
アップ

ボトム
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ

トップ
アップ

トップ
アップ

（補助） （融資） （税）

継
続
的
に
見
直
し

継
続
的
に
見
直
し

継
続
的
に
見
直
し

継
続
的
に
見
直
し

既存住宅の合理的・効率的な
表示情報提供方法の検討

整備
体制

建材機器

住宅TR制度に分譲マンション
（BEI=0.9）を追加

新
築
さ
れ
る
住
宅・建
築
物
に
つ
い
て
Ｚ
Ｅ
Ｈ・Ｚ
Ｅ
Ｂ
基
準
の
水
準
の
省
エ
ネ
性
能
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、新
築
戸
建
住
宅
の
６
割
に
お
い
て
太
陽
光
発
電
設
備
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
目
指
す

ス
ト
ッ
ク
平
均
で
Ｚ
Ｅ
Ｈ・Ｚ
Ｅ
Ｂ
基
準
の
水
準
の
省
エ
ネ
性
能
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、そ
の
導
入
が
合
理
的
な
住
宅・建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
が
一
般
的
と
な
る
こ
と
を
目
指
す

国交省・経産省・環境省

「2025年適合義務化」
「中長期目標ZEH水準」
を堅持 脱炭素あり方とりまとめ

本とりまとめで公開された「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に関するロードマップ」
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弁護士として、住宅・建築・土木・設計・不動産に
関する紛争処理に多く関与。2018年度より慶應
義塾大学法学部教員に就任（担当科目： 法学演
習（民法））。 管理建築士講習テキストの建築士
法・その他関係法令に関する科目等の執筆をす
るなど、多くの執筆・著書を手掛ける。2020年度
岐阜県立森林文化アカデミー非常勤講師。一般
社団法人住宅生産団体連合会消費者制度部会
コンサルタント。

弁護士法人
匠総合法律事務所
秋野卓生弁護士

弁護士法人
匠総合法律事務所
秋野卓生弁護士

秋
野
卓
生
弁
護
士
の
　
　
　 

法
律
教
室

半
導
体
シ
ョッ
ク
対
応
の
合
意
書
作
成
の
必
要
性

な
る
ほ
ど
！

半
導
体
シ
ョ
ッ
ク

世
界
的
な
半
導
体
供

給
の
逼
迫
、
ま
た
、
半
導

体
部
品
工
場
の
火
災
に

よ
り
、
半
導
体
不
足
が

生
じ
、
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
用
パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ナ
（
以
下
「
パ
ワ
コ

ン
」）
な
ど
の
商
品
供
給

に
大
幅
な
遅
延
が
発
生
す

る
、
い
わ
ゆ
る
「
半
導
体

シ
ョ
ッ
ク
」
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

木
材
の
ウ
ッ
ド
シ
ョ
ッ

ク
と
異
な
り
、
パ
ワ
コ
ン

の
場
合
、
外
国
製
の
代
替

品
で
は
設
置
位
置
が
設
計

内
容
ど
お
り
に
な
ら
な
い
、

冷
却
フ
ァ
ン
の
音
が
う
る

さ
い
、
と
い
っ
た
悩
ま
し

い
問
題
も
抱
え
て
お
り
、

一
筋
縄
で
は
い
き
ま
せ
ん
。

半
導
体
シ
ョ
ッ
ク
は

不
可
抗
力
に
あ
た
る
か
？

平
成
８
年
頃
、
一
般
衣

料
分
野
で
の
急
激
な
ナ
イ

ロ
ン
需
要
に
よ
る
世
界
的

な
「
ナ
イ
ロ
ン
ブ
ー
ム
」

が
発
生
し
、
国
内
染
色
工

場
の
処
理
能
力
が
飽
和
状

態
と
な
っ
た
事
に
基
づ
き
、

ス
キ
ー
ウ
ェ
ア
の
材
料
で

あ
る
裏
地
の
納
品
が
遅
延

し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、

新
潟
地
裁
長
岡
支
部
平
成

12
年
３
月
30
日
判
決
は
、

「
納
品
日
が
「
希
望
納
期
」

か
ら
遅
延
し
た
主
た
る
原

因
は
折
か
ら
の
ナ
イ
ロ
ン

ブ
ー
ム
と
い
う
い
わ
ば
不

可
抗
力
で
あ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
り
、
原
告
の
提
示

す
る
「
希
望
納
期
」
が
染

工
場
の
繁
閑
の
制
約
を
受

け
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

意
味
で
納
期
の
目
安
に
と

ど
ま
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
限
り
、
被
告
の
担
当
者

で
あ
る
Ｓ
ら
は
、
そ
の
よ

う
な
状
況
の
も
と
で
原
告

担
当
者
で
あ
る
Ｇ
ら
と
頻

繁
に
連
絡
を
取
り
合
い
な

が
ら
、「
希
望
納
期
」
か

ら
の
遅
れ
を
少
し
で
も
解

消
す
べ
く
善
良
な
管
理
者

と
し
て
の
義
務
を
果
た
し

て
納
品
を
了
し
た
も
の
と

認
め
ら
れ
る
」
と
判
示
し
、

履
行
遅
滞
責
任
は
生
じ
な

い
と
判
断
し
ま
し
た
。

世
界
的
な
「
ナ
イ
ロ
ン

ブ
ー
ム
」
を
不
可
抗
力
と

評
価
し
た
新
潟
地
裁
長
岡

支
部
平
成
12
年
３
月
30
日

判
決
に
照
ら
せ
ば
、
今
回

の
半
導
体
シ
ョ
ッ
ク
を
不

可
抗
力
と
評
価
で
き
る
余

地
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
構
造
材
が

入
手
で
き
ず
上
棟
が
で

き
な
い
、
と
い
っ
た
工
事

全
体
が
進
ま
な
い
ウ
ッ
ド

シ
ョ
ッ
ク
と
は
異
な
り
、

半
導
体
シ
ョ
ッ
ク
は
、
半

導
体
を
使
う
パ
ワ
コ
ン
等

の
設
備
の
入
荷
が
遅
れ
る

だ
け
で
す
の
で
、
工
事
は

先
に
進
み
ま
す
。
工
事
完

成
と
は
最
終
の
工
程
を
一

応
終
了
す
る
こ
と
と
定
義

づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
工

事
完
成
に
至
ら
な
け
れ
ば

請
負
代
金
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
固
定
価
格
買
取

価
格
が
太
陽
光
発
電
の
稼

働
が
遅
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

減
額
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。
こ
う
し
た
金
銭

的
リ
ス
ク
を
は
ら
む
ト
ラ

ブ
ル
を
回
避
す
る
た
め
に

も
「
合
意
書
」
の
作
成
を

進
め
て
い
き
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

太
陽
光
発
電
設
備
が

未
設
置
で
も
工
事
完
了
・

代
金
支
払
い
を
求
め
た
い

こ
れ
は
特
に
、
新
築
の

請
負
契
約
に
お
い
て
太
陽

光
発
電
設
備
を
設
置
す

る
ケ
ー
ス
で
、
パ
ワ
コ
ン

が
未
設
置
の
た
め
、
工
事

完
了
と
認
め
ら
れ
な
い
と

い
っ
た
ケ
ー
ス
を
避
け
る

た
め
、
工
期
延
長
の
「
合

意
書
」
の
作
成
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

Ｆ
Ｉ
Ｔ
買
取
価
格
が

変
更
と
な
っ
て
も

責
任
を
問
わ
れ
な
い

内
容
と
し
た
い

Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
よ
る
売
電
単

価
は
、
申
請
し
て
認
定
が

お
り
た
時
点
で
の
年
度
の

売
電
単
価
が
適
用
さ
れ
ま

す
が
、
認
定
~
太
陽
光
接

続
の
期
限
は
１
年
間
で
、

１
年
を
過
ぎ
て
も
接
続
で

き
な
い
場
合
は
失
効
さ
れ
、

再
申
請
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
再
申

請
に
よ
り
年
度
が
変
わ
り

売
電
単
価
も
変
わ
っ
た
場

合
、
そ
の
差
分
に
つ
い
て

の
補
償
の
ク
レ
ー
ム
が
出

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

固
定
価
格
買
取
制
度
を

利
用
す
る
際
に
必
要
と
な

る
認
定
申
請
を
、
住
宅
会

社
が
代
行
す
る
に
あ
た
っ

て
「
〇
年
〇
月
〇
日
ま
で

に
認
定
申
請
を
行
い
ま
す
」

「
〇
〇
年
度
の
売
電
単
価
〇

〇
円
／
ｋ
Ｗ
ｈ
で
売
電
を

お
約
束
し
ま
す
」
と
い
っ

た
よ
う
に
、
施
主
と
の
間

で
、
認
定
申
請
時
期
や
売

電
単
価
に
つ
い
て
約
定
し

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当

該
約
定
違
反
に
よ
り
、
施

主
に
生
じ
た
損
害
を
住
宅

会
社
に
て
賠
償
す
る
必
要

が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
た

め
、
こ
の
賠
償
責
任
を
回

避
す
る
「
合
意
書
」
の
作

成
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

引
渡
し
（
部
分
引
渡
し
）

後
か
ら
パ
ワ
コ
ン
設
置

ま
で
の
間
の
電
気
代
と

売
電
金
額
は
誰
が
負
担

す
る
こ
と
に
な
る
の
か
？

太
陽
光
パ
ネ
ル
は
載
っ

て
い
る
が
パ
ワ
コ
ン
と
接

続
で
き
な
い
と
い
う
状
況

が
続
い
た
場
合
、
上
記
の

よ
う
な
ク
レ
ー
ム
が
発
生

す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
ま
す
。
工
期
の
延
期
や

部
分
引
渡
し
な
ど
、
住
宅

会
社
は
、
施
主
に
十
分
な

説
明
を
尽
く
し
た
上
で
、

上
記
損
害
の
負
担
は
で
き

な
い
旨
、
明
記
し
た
「
合

意
書
」
の
作
成
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

施
主
に
代
替
品
を
選
ん
で

頂
い
た
場
合
（
標
準
品
〈

代
替
品
の
場
合
）、
そ
の

差
額
は
誰
が
負
担
す
る
の

か
？
住
宅
会
社
で
補
償
す

る
必
要
が
あ
る
か
？

こ
の
論
点
も
明
確
に
ク

リ
ア
す
る
た
め
に
は
、「
合

意
書
」
の
作
成
が
不
可
欠

だ
と
思
い
ま
す
。

施
主
に
対
し
仕
様
変
更

を
求
め
る
た
め
に
は
、
施

主
の
承
諾
が
必
要
と
な
る

た
め
、
当
該
承
諾
を
得
る

際
に
、
費
用
負
担
に
つ
い

て
も
し
っ
か
り
と
合
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

数
々
の
シ
ョ
ッ
ク
を

共
に
乗
り
越
え
て

い
き
ま
し
ょ
う
！

ウ
ッ
ド
シ
ョ
ッ
ク
や
半

導
体
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
、
困

難
な
状
況
は
い
ち
早
く
顧

客
に
情
報
を
お
伝
え
し
、

丁
寧
な
説
明
を
実
施
し
た

上
で
「
合
意
書
」
を
作
成

し
、
後
々
の
リ
ス
ク
を
回

避
し
て
い
く
事
が
大
切
で

す
。私

は
、
住
宅
業
界
の
皆

様
方
の
味
方
と
し
て
、
今

後
も
法
的
課
題
を
克
服
す

る
お
手
伝
い
を
し
て
参
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

引き渡しに関する合意書

　施主：●●●●（以下「甲」といいます。）と株式会社●●●●（以下「乙」といいます。）は、●●
年●月●日に●●市の半導体工場で火災が発生したことに起因して半導体部品の供給が停止し、戸
建て住宅向け太陽光発電システムに使用されるパワーコンディショナの乙に対する供給が今後も長
期間遅延する見込みである状況（以下、「本件事情」といいます。）に鑑み、甲乙間で締結した●年
●月●日付●●請負契約（以下「原契約」といい、原契約に基づく請負目的物を「本件建物」とい
います。）に関し、下記のとおり合意しました。

記
1. 乙は、甲に対し、本件建物に設置予定の太陽光発電システムに関する設備（以下、「本件太陽光発
電システム」といいます。）の施工が完了しない状態であっても、原契約に基づく引渡日に、本
件建物の引き渡しを完了するものとし、甲は、これを承諾します。

2. 前項の場合、甲は、乙に対し、本件太陽光発電システムに関する請負代金額を除く請負代金●●
●万円（消費税込み）を支払います。

3. 甲及び乙は、本件事情の影響により、パワーコンディショナを含む太陽光発電システムが納期未
定の状況にあることに鑑み，原契約に基づく引渡日を、本件太陽光発電システムについては，以
下のとおり、変更します。

【変更前】　２０２●年●●月●●日
【変更後】　２０２●年●●月●●日
4. 甲は、乙に対し、前項の引き渡しを受けた日から起算して●日以内に、本件太陽光発電システム
に関する請負代金●●●万円（消費税込み）を支払います。

5. 甲及び乙は、原契約に基づく契約不適合責任及び乙の甲に対する保証期間を、本件太陽光発電シ
ステムを除く本件建物については、第１項の引渡日から起算し、本件太陽光発電システムについ
ては、第３項の引渡日から起算するものとすることを、相互に確認します。

6. 甲は、乙に対し、本件事情が乙の不可抗力に該当することを確認し、次の各号に定める事項につ
いて一切異議を述べず、名目の如何を問わず賠償等を請求しないものとします。
⑴ 固定価格買取制度の利用に関連して、本件太陽光発電システムの接続時期、発電開始時期若し
くは売電開始時期等が変更となり、又は再申請等の追加の手続きを要することによって生じた、
売買単価の差額分の逸失利益、手続き費用その他諸経費、本件建物に関する電気代又は売電期
間の変更に伴う損害その他本件事情に起因する乙の損害

⑵ 第３項の変更に伴う遅延損害金、慰謝料、その他一切の金銭請求
7. 甲及び乙は、本合意書に定めのない事項については、原契約に基づき処理するものとします。

以上、合意書の成立を証するため、本合意書 2 通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各々 1 通を保
有するものとします。

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　甲：

　　　　　　　　　　　　　　乙：

秋野卓生弁護士が作成した合意書の書式は
「新建ハウジングDIGITAL」でダウンロードできます。
右のQRコードからアクセス
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グ
リ
ー
ン
住
宅
ポ
イ
ン

ト
の
ポ
イ
ン
ト
発
行
申
請

の
期
限
が
迫
っ
て
き
た
。

（
遅
く
と
も
10
月
31
日
）

完
了
後
に
ポ
イ
ン
ト
発

行
申
請
を
す
る
場
合
で
、

今
回
の
制
度
の
特
徴
の
１

つ
で
も
あ
る
「
新
た
な
日

常
」
に
資
す
る
工
事
（
追

加
工
事
交
換
）
を
実
施
す

る
な
ら
ば
、
ポ
イ
ン
ト
発

行
申
請
の
期
限
ま
で
に
追

加
工
事
を
含
め
て
工
事
を

完
了
し
、
申
請
が
必
要
と

な
る
。（
9
月
7
日
時
点
の
情
報
に
基
づ
く
。）

収
束
の
兆
し
が
見
え
な

い
コ
ロ
ナ
禍
、
こ
の
「
新

た
な
日
常
」
に
着
目
し
、

今
後
の
提
案
の
ヒ
ン
ト
を

探
し
て
み
た
い
。

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る

住
生
活
へ
の
影
響

新
建
新
聞
社
が
住
宅
の

建
築
・
購
入
を
検
討
中
、

ま
た
は
既
に
契
約
済
み
で

設
計
や
建
築
中
の
男
女
６

０
０
人
を
対
象
に
行
っ
た

﹃
住
ま
い
と
暮
ら
し
の
ニ
ー

ズ
﹄
を
調
査
し
た
結
果
が

興
味
深
い
。

ま
ず
、
コ
ロ
ナ
禍
（
ス

テ
イ
ホ
ー
ム
）
の
住
生

活
へ
の
影
響
に
つ
い
て
尋

ね
た
。︻
図
１
︼
最
多
は
、

家
で
過
ご
す
時
間
が
増

え
た
こ
と
で
高
く
な
っ
た

高
熱
費
だ
。
ま
た
、
昨
年

よ
り
も
増
加
が
目
立
つ
の

が
「
以
前
よ
り
も
も
の
が

増
え
、
片
付
か
な
く
な
っ

た
」。
在
宅
時
間
の
増
加

で
、
仕
事
以
外
に
も
趣
味

や
娯
楽
の
「
も
の
」
が
増

え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
、

「
住
ま
い
と
暮
ら
し
の
ニ
ー
ズ
」か
ら

今
後
の
提
案
の
ヒ
ン
ト
を
探
る

次
に
、
住
宅
に
求
め
る

も
の
で
以
前
と
変
わ
っ
た

も
の
を
尋
ね
た
。︻
図
２
︼

そ
の
結
果
、「
収
納
ス
ペ
ー

ス
を
重
視
し
た
い
と
思
う

よ
う
に
な
っ
た
」
が
41
・

７
％
で
最
多
だ
っ
た
。

特
に
女
性
の
20
代
、
30

代
で
５
割
超
、
40
代
で
も

47
％
と
な
り
、
顕
著
な
傾

向
が
見
ら
れ
た
。︻
図
３
︼

ま
た
、
全
体
的
に
男
性
よ

り
女
性
の
ほ
う
が
重
視
す

る
項
目
が
多
い
。

収
納
が
最
も
高
い
が
、

そ
の
他
に
も
、
家
の
広
さ
、

リ
ビ
ン
グ
、
キ
ッ
チ
ン
、
快

適
性
、
安
全
性
な
ど
の
項

目
で
、
年
代
に
よ
る
差
は

あ
る
が
、
女
性
は
全
体
平

均
を
大
き
く
上
回
っ
て
い

る
。
女
性
を
意
識
し
た
提

案
は
欠
か
せ
な
い
よ
う
だ
。

さ
ら
に
、「
巣
ご
も
り
需

要
」
や
「
在
宅
勤
務
の
拡

大
」
に
伴
い
、
適
応
性
を

備
え
た
柔
軟
性
の
高
い
イ

ン
テ
リ
ア
へ
の
関
心
が
高

ま
っ
て
お
り
、
家
の
中
で

の
生
活
の
質
向
上
に
意
識

が
向
き
始
め
て
い
る
。

同
じ
ス
ペ
ー
ス
で
仕
事

と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
使
い

分
け
る
必
要
が
で
て
く
る

こ
と
か
ら
、
空
間
を
よ
り

広
く
利
用
す
る
た
め
の
収

納
家
具
は
ニ
ー
ズ
の
増
加

が
期
待
で
き
る
。
具
体
的

な
提
案
と
し
て
取
り
入
れ

た
い
。

コ
ロ
ナ
禍
の
そ
の
先

コ
ロ
ナ
禍
で
も
た
ら

さ
れ
た
「
新
た
な
日
常
」

は
、
次
第
に
「
日
常
」
と

し
て
定
着
し
て
い
く
。

住
ま
い
選
び
も
、
光
熱

費
の
削
減
や
快
適
性
、
安

全
性
に
優
れ
る
高
性
能
化

は
も
は
や
必
須
条
件
。
こ

れ
ま
で
以
上
に
住
ま
い
の

価
値
が
見
直
さ
れ
、「
い

か
に
自
分
が
過
ご
す
空
間

を
ス
ト
レ
ス
の
な
い
、
居

心
地
の
良
い
も
の
に
す
る

か
？
」
に
応
え
ら
れ
る
提

案
が
求
め
ら
れ
そ
う
だ
。

2021年 方法： インターネット上のアンケート調査　調査期間： 6月4日～6日　対象： 住宅の建築・購入を検討中、またはすでに契約済みで、設計や建築中の男女600人（男女比1：1）
 建築予定者： 新築戸建て注文住宅を予定360人、建て替え予定138人　現在設計・建築中： 新築戸建て注文住宅88人、建て替え14人　予算平均（建物のみ）： 2591.3万円
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家で過ごす時間が増えたせいで、光熱費が高くなった

家の間取りや性能が原因で、家で過ごしているとストレスを感じた

以前よりもものが増え、片付かなくなった

家で食事する機会が増え、キッチン（空間）の使い勝手の悪さを感じた

家族がリビングに集まって一緒になにかをする、会話する時間が増えた

子どもを気兼ねなく、安全に遊ばせることができるスペースが必要だと感じた

音（家庭内、近隣からの）が気になった

在宅勤務を行ったが、家の間取りのせいで効率が上がらなかった

家族で自宅の庭やデッキ、バルコニー等で過ごす時間が増えた

家のなかでハンドクラフトやDIYなどものづくりをする時間が増えた

その他

あてはまるものはない
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0.3%（0.5％）

6.7%（13.7％）

収納スペースを重視したいと思うようになった
広い家がいいと思うようになった

快適性（暑くない・寒くない等）を重視するようになった

キッチンや、キッチン周りの空間をより重視したいと思うようになった

家族が集まって過ごせるリビングを重視するようになった

安全性（災害リスクや耐震性能等）を重視するようになった

家族それぞれに個室が欲しいと思うようになった

快適に在宅勤務ができるスペースを設けたいと思うようになった

光熱費が安いことを重視するようになった

健康への配慮（換気、洗面所など感染症対策、断熱性能等）を重視するようになった

家で楽しめる場所（土間やデッキ、ガレージ等）を重視するようになった

浴室を重視したいと思うようになった

庭（家庭菜園を含む）を重視したいと思うようになった

デザイン（外観デザインや室内の雰囲気、家具等）を重視するようになった

間取りや建材、設備等は選択肢から選びたい（選ぶだけでいい）と思うようになった

その他

あてはまるものはない

※（）内は2020年6月
に実施した同様の
調査結果

※（）内は2020年6月
に実施した同様の
調査結果

29.7%
（17.5％）

41.7%
（35.2％）

図 1

図 2

図 3

Q1：コロナ禍（ステイホーム）の住生活への影響について、
該当するものをすべて選んでください。（複数回答）

Q2：新型コロナやステイホームの影響で、住宅に求めるものは以前と変わり
ましたか。該当する変化をすべて選んでください。（複数回答）

2020年 方法：インターネットによるアンケート調査　時期：6月5日～8日　対象：2年以内に新築住宅を建築・購入予定、またはすでに契約済みで設計・建築中の男女600人（男女比1：1） 建築予定者：新築戸建て注文住宅を予定306人、建て替えを予定78人　現在設計・建築中：新築戸建て注文住宅190人、建て替え26人　予算平均（建物のみ）：3026万円

調
査
概
要

ｎ 広
い
家
が
い
い
と

思
う
よ
う
に
な
っ
た

家
族
そ
れ
ぞ
れ
に
個
室
が
欲
し
い

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

快
適
に
在
宅
勤
務
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス

を
設
け
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

家
族
が
集
ま
っ
て
過
ご
せ
る
リ
ビ

ン
グ
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た

収
納
ス
ペ
ー
ス
を
重
視
し
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

キ
ッ
チ
ン
や
、
キ
ッ
チ
ン
周
り
の
空
間
を
よ

り
重
視
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

浴
室
を
重
視
し
た
い
と
思
う
よ
う

に
な
っ
た

庭
（
家
庭
菜
園
を
含
む
）
を
重

視
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

快
適
性
（
暑
く
な
い・
寒
く
な
い
等
）

を
重
視
す
る
よ
う
に
な
った

安
全
性
（
災
害
リ
ス
ク
や
耐
震
性
能

等
）
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
った

光
熱
費
が
安
い
こ
と
を
重
視
す
る

よ
う
に
な
っ
た

健
康
への
配
慮
（
換
気
、
洗
面
所
な
ど
感
染
症
対

策
、
断
熱
性
能
等
）
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た

家
で
楽
し
め
る
場
所
（
土
間
や
デ
ッ
キ
、
ガ

レ
ー
ジ
等
）
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た

デ
ザ
イ
ン
（
外
観
デ
ザ
イ
ン
や
室
内
の
雰
囲

気
、
家
具
等
）
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た

間
取
り
や
建
材
、設
備
等
は
選
択
肢
か
ら
選
び
た

い
（
選
ぶ
だ
け
で
い
い
）
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

そ
の
他

あ
て
は
ま
る
も
の
は

な
い

全体 600 40.0 30.8 29.2 36.5 41.7 38.0 20.0 19.7 38.7 35.7 28.5 25.5 23.3 17.5 11.8 0.3 6.7

性別
男性 300 37.7 31.0 29.7 25.7 31.7 26.7 16.7 16.7 32.0 28.0 25.7 23.3 17.3 12.7 11.7 0.3 9.0
女性 300 42.3 30.7 28.7 47.3 51.7 49.3 23.3 22.7 45.3 43.3 31.3 27.7 29.3 22.3 12.0 0.3 4.3

年代

20 代 87 49.4 32.2 28.7 55.2 52.9 50.6 26.4 19.5 43.7 43.7 33.3 20.7 28.7 27.6 6.9 0.0 4.6
30 代 212 44.8 31.1 31.6 42.5 46.2 40.1 19.3 19.8 37.3 41.0 28.3 27.4 27.4 18.9 13.2 0.9 6.1
40 代 137 41.6 36.5 27.0 29.2 36.5 35.8 15.3 23.4 36.5 27.7 21.2 24.1 23.4 15.3 13.1 0.0 7.3
50 代 114 28.9 24.6 27.2 25.4 29.8 29.8 21.1 14.0 36.8 29.8 35.1 20.2 13.2 13.2 12.3 0.0 8.8
60 ～ 65 歳 50 24.0 26.0 30.0 24.0 44.0 32.0 22.0 22.0 46.0 34.0 26.0 42.0 20.0 10.0 10.0 0.0 6.0

性年代

男性 20 代 10 50.0 30.0 10.0 20.0 10.0 20.0 10.0 10.0 30.0 20.0 20.0 10.0 10.0 30.0 0.0 0.0 20.0
男性 30 代 72 43.1 37.5 33.3 29.2 27.8 19.4 12.5 16.7 22.2 29.2 22.2 22.2 22.2 15.3 11.1 1.4 6.9
男性 40 代 86 45.3 34.9 27.9 26.7 30.2 30.2 11.6 17.4 27.9 23.3 17.4 19.8 16.3 12.8 15.1 0.0 10.5
男性 50 代 88 30.7 25.0 31.8 23.9 31.8 27.3 22.7 13.6 38.6 30.7 37.5 20.5 13.6 10.2 10.2 0.0 9.1
男性 60 ～ 65 歳 44 25.0 25.0 27.3 22.7 45.5 31.8 22.7 22.7 43.2 31.8 25.0 40.9 20.5 9.1 11.4 0.0 6.8
女性 20 代 77 49.4 32.5 31.2 59.7 58.4 54.5 28.6 20.8 45.5 46.8 35.1 22.1 31.2 27.3 7.8 0.0 2.6
女性 30 代 140 45.7 27.9 30.7 49.3 55.7 50.7 22.9 21.4 45.0 47.1 31.4 30.0 30.0 20.7 14.3 0.7 5.7
女性 40 代 51 35.3 39.2 25.5 33.3 47.1 45.1 21.6 33.3 51.0 35.3 27.5 31.4 35.3 19.6 9.8 0.0 2.0
女性 50 代 26 23.1 23.1 11.5 30.8 23.1 38.5 15.4 15.4 30.8 26.9 26.9 19.2 11.5 23.1 19.2 0.0 7.7
女性 60 ～ 65 歳 6 16.7 33.3 50.0 33.3 33.3 33.3 16.7 16.7 66.7 50.0 33.3 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0

全体に比べ
回答割合が

（多）■■■■（少）
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２
０
２
３
年
10
月
１
日

か
ら
、
消
費
税
の
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
。
正
式
な
名
称
は
、

「
適
格
請
求
書
等
保
存
方

式
」。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば

単
に
請
求
書
な
り
そ
の
保

存
が
変
わ
る
こ
と
か
、
顧

問
税
理
士
に
お
願
い
し
て

い
る
か
ら
大
丈
夫
、
と
思

わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
実
は
、

経
営
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
生

じ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で

す
。
詳
細
な
影
響
や
対
応

は
顧
問
税
理
士
等
に
ご
相

談
い
た
だ
く
と
し
て
、
ま

ず
は
ポ
イ
ン
ト
と
影
響
を

ご
理
解
い
た
だ
き
た
く
、

ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。消

費
税
の
仕
組
と

「
仕
入
税
額
控
除
」

ま
ず
消
費
税
の
仕
組
に

つ
い
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

消
費
税
は
、
最
終
的
に
商

品
等
を
消
費
す
る
消
費
者

が
負
担
し
ま
す
が
、
事
業

者
が
申
告
・
納
付
す
る
税

金
で
す
。
事
業
者
に
と
っ

て
は
、
顧
客
等
へ
の
消
費

税
課
税
売
上
に
て
預
か
っ

た
消
費
税
か
ら
、
仕
入

れ
・
委
託
・
経
費
等
で
支

払
っ
た
消
費
税
を
控
除
し

て
、
残
額
を
納
税
す
る
仕

組
で
あ
る
た
め
、
基
本
的

に
、
事
業
者
は
消
費
税
を

「
負
担
」
す
る
こ
と
が
な

い
と
理
解
で
き
ま
す
（
事

業
者
が
、
原
則
課
税
に
よ

る
消
費
税
課
税
事
業
者
で

あ
っ
て
、
課
税
売
上
割
合

が
高
い
こ
と
を
前
提
と
し

て
記
載
し
て
い
ま
す
）。
納

付
税
額
の
計
算
に
お
い
て
、

売
上
等
で
預
か
っ
た
消
費

税
か
ら
、
仕
入
れ
・
経
費

等
で
支
払
っ
た
消
費
税
を

控
除
す
る
仕
組
み
を
「
仕

入
税
額
控
除
」
と
い
い
、

事
業
者
が
消
費
税
を
「
負

担
」
し
な
い
と
い
う
の
は
、

支
払
っ
た
消
費
税
を
全
額

「
仕
入
税
額
控
除
」
の
対

象
と
し
て
差
し
引
け
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
の

で
す
。「

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」

と
は

こ
の
仕
入
税
額
控
除
に

は
、「
帳
簿
へ
の
記
載
・

保
存
」
と
「
請
求
書
等
の

保
存
」
の
２
つ
が
必
要
と

さ
れ
て
お
り
、
経
理
処
理

に
お
い
て
は
通
常
当
然
に

行
っ
て
い
る
こ
と
か
と
思

い
ま
す
。
こ
こ
で
、
こ
の

「
請
求
書
等
の
保
存
」
の

要
件
が
２
０
２
３
年
10
月

１
日
か
ら
の
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
に
よ
り
変
わ
り
ま
す
。

制
度
施
行
か
ら
は
「
適
格

請
求
書
等
」
を
保
存
し
て

い
な
け
れ
ば
仕
入
税
額
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
の
で
す
。
つ
ま

り
、
適
格
請
求
書
に
あ
た

ら
な
い
請
求
書
等
を
保
存

す
る
と
、
仕
入
税
額
控
除

を
受
け
ら
れ
ず
、
そ
の
取

引
で
支
払
っ
た
消
費
税
は

自
社
の
負
担
と
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。

で
は
適
格
請
求
書
と
は

ど
ん
な
も
の
を
い
う
の
か
、

確
認
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
適
格
請
求
書
は
、

［
図
］
の
内
容
が
記
載
さ

れ
て
い
る
請
求
書
を
い
い

ま
す
。
こ
の
う
ち
、
請
求

書
発
行
事
業
者
の
「
登
録

番
号
」
の
表
示
と
い
う
の

が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
登
録

番
号
は
、
税
務
署
に
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
の
登

録
申
請
を
し
て
登
録
さ
れ

た
際
に
付
与
さ
れ
る
番
号

を
い
い
、
国
税
庁
の
検
索

サ
イ
ト
に
公
開
さ
れ
る
も

の
で
す
。
こ
の
登
録
番
号

は
消
費
税
の
申
告
・
納
付

を
行
う
事
業
者
（
法
人
・

個
人
事
業
主
）
が
申
請
し

て
登
録
・
付
与
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
に
あ
た

ら
な
い
事
業
者
（
前
々
年

の
消
費
税
課
税
売
上
高
が

１
０
０
０
万
円
以
下
な
ど

消
費
税
の
納
税
義
務
を

免
除
さ
れ
た
「
免
税
事
業

者
」
等
）
は
登
録
番
号
が

付
与
さ
れ
ま
せ
ん
。
よ
っ

て
、
消
費
税
の
免
税
事
業

者
等
が
発
行
し
た
請
求
書

は
「
適
格
請
求
書
」
に
あ

た
ら
ず
、
こ
の
請
求
書
を

保
存
し
て
も
「
仕
入
税
額

控
除
」
を
受
け
ら
れ
な
い

た
め
、
こ
の
請
求
書
に
関

し
て
支
払
っ
た
消
費
税
は

自
社
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

「
免
税
事
業
者
」

へ
の
委
託
等
取
引
の

影
響

消
費
税
率
10
％
に
お
い

て
、
免
税
事
業
者
へ
の
発

注
、
委
託
等
で
費
用
を
支

出
す
れ
ば
、
10
％
分
経
費

が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で

す
の
で
、
経
理
処
理
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
経
営
上

も
イ
ン
パ
ク
ト
が
生
じ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
（
制

度
開
始
か
ら
６
年
間
は
経

過
措
置
が
あ
り
、
帳
簿
へ

の
記
載
に
よ
り
一
部
の
控

除
が
認
め
ら
れ
ま
す
）。
例

え
ば
、
工
事
等
を
外
部
の

事
業
者
に
発
注
す
る
な
ど

の
取
引
を
行
っ
て
い
る
場

合
で
、
発
注
先
が
免
税
事

業
者
で
あ
る
と
き
は
、
２

０
２
３
年
10
月
以
降
、
自

社
の
負
担
が
増
え
る
こ

❶ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
❷ 取引年月日
❸ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

❹ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜きまたは税込み）
及び適用税率

❺ 税率ごとに区分した消費税額等
❻ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

と
と
な
る
た
め
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
取
引
を
見
直

す
か
、
顧
客
に
提
供
す
る

工
事
の
請
負
金
額
等
の
価

格
を
引
上
げ
、
こ
の
負
担

を
転
嫁
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
な
ど
の
影
響
も
検
討

せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
制
度
開
始
は
ま

だ
２
年
先
と
し
て
も
、
自

社
の
仕
入
れ
・
委
託
・
経

費
支
出
の
取
引
の
相
手
方

が
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

を
確
認
し
、
早
期
に
影
響

の
確
認
を
進
め
る
こ
と
が

重
要
な
の
で
す
。

自
社
が
発
行
す
る

請
求
書
へ
の
対
応

ま
た
、
自
社
と
し
て
も
、

顧
客
に
対
し
て
自
社
が
適

格
請
求
書
を
発
行
し
な
け

れ
ば
、
顧
客
が
仕
入
税
額

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
た
め
、
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
と
し
て
の

登
録
手
続
（
２
０
２
１
年

10
月
開
始
）
を
早
期
に
進

め
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。
ま
た
、
自
ら
が
免
税

事
業
者
で
あ
る
と
い
う
場

合
は
、
取
引
先
か
ら
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
と
し

て
の
登
録
を
求
め
ら
れ
る

等
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す

の
で
、
自
ら
の
影
響
を
勘

案
し
つ
つ
、
消
費
税
の
課

税
事
業
者
に
な
り
、
こ
の

登
録
を
申
請
す
る
か
ど
う

か
、
顧
問
税
理
士
等
に
相

談
い
た
だ
く
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
請
求
書
を
自

社
の
シ
ス
テ
ム
で
作
成
・

発
行
し
て
い
る
場
合
は
、

自
社
の
登
録
番
号
の
表
示

の
ほ
か
、
そ
の
他
の
適
格

請
求
書
の
要
件
を
満
た
す

よ
う
表
示
・
記
載
を
改
修

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
、
準
備
を
進
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
い
ご
に

～
Ｗ
Ｅ
Ｂ
セ
ミ
ナ
ー

ご
案
内

以
上
、
制
度
の
ポ
イ
ン

ト
・
影
響
の
概
要
を
説
明

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
住
宅
あ
ん
し
ん
保
証

動画視聴はこちら

　新築住宅を供給する建設業者および宅地建物取引業者は、引き渡
した新築住宅の資力確保措置（瑕疵保険加入または保証金の供託）
の状況について、基準日から３週間以内に、行政庁に届け出る義務が
あります。
　昨年度までは毎年９月30日、３月31日を基準日として年２回の届
出が必要でしたが、住宅瑕疵担保履行法の改正により、2021年度か

らは年１回（毎年３月31日）のみとなります。
　対象は、基準日以前の１年間（４月１日～３月31日）に引き渡した新
築住宅です。
　これに伴い、基準日から届出期限までの間に住宅あんしん保証か
ら届出事業者にお送りしていた「保険契約締結証明書」についても３
月31日の年１回（1年分）の送付となりますのでご承知おきください。

次回基準日は2022年３月31日
（2021年９月30日の届出は不要です。）

で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、

Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
い
つ
で
も
ご
視

聴
い
た
だ
け
る
動
画
を
作

成
し
て
い
ま
す
。
動
画
で

は
そ
の
他
関
連
制
度
に
も

触
れ
て
い
ま
す
の
で
、
経

営
者
・
管
理
業
務
ご
担
当

の
方
等
に
ご
確
認
い
た
だ

き
ま
し
て
、
対
応
検
討
・

準
備
等
に
活
か
し
て
い
た

だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

住宅あんしん保証からお知らせ
［新築住宅］ 今年から9月30日の行政庁への基準日届出が不要になります

基準日届出の回数が減っても、引渡しが決まった時には
保険証券発行申請を必ず行いましょう！

経
営
に
イ
ン
パク
ト
も
！

消費税の「インボイス制度」への対応について
作成：株式会社住宅あんしん保証　取締役　園尾知之（公認会計士）

消
費
税
の
制
度
改
正

［図］ 適格請求書の記載要件（下線部が現行制度からの追加事項）
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